
ご家庭にお持ち帰りになり皆さんでお読みください

（富山県　朝日町のチューリップ畑）
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●予算編成の基礎となった数字

◉被保険者数　10,600人	（男性8,350人、女性2,250人）

◉平均標準報酬月額　398,654円

（男性433,800円、女性265,259円）

◉総標準賞与額（年間合計）　9,463,049千円

◉平均年齢　45.68歳	 （男性46.98歳、女性41.01歳）

◉被扶養者数　10,070人

◉前期高齢者加入率　6.16％

◉健康保険料率　1,000分の98.00　　

　（事業主　1,000分の50.00、被保険者　1,000分の48.00）

　⃝一般保険料率　1,000分の96.70
（事業主　1,000分の49.34、被保険者　1,000分の47.36）

　　・基本保険料率　1,000分の61.70
（事業主　1,000分の31.48、被保険者　1,000分の30.22）

　　・特定保険料率　1,000分の35.00
（事業主　1,000分の17.86、被保険者　1,000分の17.14）

　⃝調整保険料率　1,000分の1.30

◉介護保険の対象となる被保険者数　9,146人		
◉介護保険料率　1,000分の15.00
　　　（事業主　1,000分の7.50、被保険者　1,000分の7.50） 

　
当
健
保
組
合
の
平
成
30
年
度
収
支
予
算
は
、
昨
年
度
同
様
に

経
常
収
支
は
黒
字
で
編
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
高
齢
化

等
の
進
展
に
よ
る
医
療
費
の
負
担
増
や
制
度
改
革
な
ど
に
よ
る
拠

出
金
の
負
担
増
を
考
え
る
と
、
中
長
期
的
に
は
楽
観
視
で
き
る
状

況
で
は
な
く
、
今
後
も
財
政
の
健
全
化
に
向
け
更
な
る
努
力
を
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
30
年
度
の
事
業
計
画
で
は
、
特

定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
の
第
３
期
の
実
施
計
画
が
ス
タ
ー
ト
し
、

デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
も
本
格
実
施
期
間
に
入
り
ま
す
。
健
保
組
合

の
役
割
と
し
て
、
保
険
者
の
基
本
的
業
務
だ
け
で
な
く
、「
保
健

事
業
等
を
通
じ
た
加
入
者
の
健
康
管
理
」
や
「
医
療
の
質
や
効
率

性
向
上
の
た
め
の
医
療
提
供
側
へ
の
働
き
か
け
」
な
ど
も
強
く
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
保
健
事
業
・
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
等
の
保
険

者
機
能
を
更
に
充
実
さ
せ
、
健
保
組
合
の
有
意
性
を
高
め
て
い
く

と
共
に
、
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
を
継
続
・
発
展
さ
せ
て
い
く
こ

と
が
大
変
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
平
成
30
年
度
の
健
保
組
合
財
政
に
お
い
て
は
、
後
期
高
齢
者
支

援
金
の
全
面
総
報
酬
に
よ
る
拠
出
金
負
担
の
増
加
、
短
時
間
労
働

者
の
適
用
拡
大
に
伴
う
財
政
影
響
、
介
護
納
付
金
の
総
報
酬
割
の

拡
大
に
よ
る
負
担
増
が
想
定
さ
れ
一
層
厳
し
さ
が
増
す
も
の
と
危

惧
さ
れ
て
い
ま
す
。
更
に
、
２
０
２
５
年
度
に
は
団
塊
の
世
代
が

す
べ
て
後
期
高
齢
者
に
移
行
し
高
齢
化
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
ま
す
。

高
齢
者
の
増
加
で
医
療
費
が
膨
ら
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
医
療
費
総

額
は
１・４
倍
の
58
兆
円
に
、
健
保
組
合
の
拠
出
金
負
担
は
１・５

倍
程
度
ま
で
増
加
す
る
と
推
計
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
役
世
代
が
高

齢
者
を
支
え
る
と
い
う
世
代
間
の
助
け
合
い
は
不
可
欠
で
は
あ
り

ま
す
が
、
保
険
料
の
半
分
以
上
を
高
齢
者
の
医
療
費
に
拠
出
す
る

状
態
で
は
、
高
齢
者
医
療
制
度
を
維
持
す
る
こ
と
は
困
難
と
言
わ

ざ
る
を
得
ず
、
組
合
運
営
の
将
来
に
向
け
て
大
き
な
不
安
材
料
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
厳
し
い
財
政
状
況
の
中
で
も
、
皆
さ
ま
の
健
康
を
守
る
た
め
に

デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
に
基
づ
き
保
健
事
業
を
実
施
し
て
ま
い
り
ま

す
の
で
、
皆
さ
ま
方
も
健
康
管
理
を
通
じ
て
健
保
組
合
の
事
業
運

営
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

60
億
６
︐０
０
０
万
円

2
億
７
︐８
８
７
万
円

予
　算
　総
　額

経
常
収
支
差
引
額

●● 平
成
30
年
度

　予
算
　の
お
知
ら
せ

　
当
健
保
組
合
の
平
成
30
年
度
事
業
計
画
・
収
支
予
算
が
、
去
る
２
月
９
日
の
組
合
会
に
お
い

て
可
決
承
認
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。
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こ
の
春
、
学
校
を
卒
業
し
社
会
人
に
な
ら
れ
る
お
子
様
を
持
つ
被
保
険
者
の
方

も
多
い
こ
と
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
原
則
と
し
て
５
日
以
内
に
会

社
の
担
当
者
を
通
じ
て
、「
被
扶
養
者（
異
動
）届
」に
健
康
保
険
証
を
添
え
て
健
保

組
合
に
届
け
出
を
お
願
い
し
ま
す
。
　
　

　
こ
の
ほ
か
、「
被
扶
養
者（
異
動
）届
」が
必
要
な
の
は
、赤
ち
ゃ
ん
が
生
ま
れ
た
時
、

あ
る
い
は
ご
家
族
が
結
婚
し
た
り
、
亡
く
な
ら
れ
た
り
し
た
時
で
す
。

お
子
様
が
社
会
人
に
な
っ
た
時

任
意
継
続
被
保
険
者
の
標
準
報
酬（
平
成
30
年
度
）

健
康
保
険
の
手
続
き
は
お
忘
れ
な
く

　
被
扶
養
者
の
再
確
認
に
際
し
ま
し
て
、
必
要
書
類
等
ご
用
意
を
い
た
だ
き
、
皆

様
方
に
は
何
か
と
お
手
数
を
お
か
け
い
た
し
ま
し
た
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

健
康
保
険
被
扶
養
者
の
再
確
認
に
つ
い
て

事 　 務 　 費

保 険 給 付 費

納 　 付 　 金

前 期 高 齢 者 納 付 金

後 期 高 齢 者 支 援 金

保 健 事 業 費

財 政 調 整 事 業 拠 出 金

連 合 会 費

積 　 立 　 金

そ の 他・雑 支 出 等

予 　 備 　 費

合　　　計

経 常 収 支 差 引 額

136,866

2,989,200

2,092,298

796,316

1,268,533

27,449

334,088

78,366

3,400

60,000

48,120

317,662

6,060,000

12,911

282,000

197,387

75,124

119,673

2,590

31,518

7,393

321

5,660

4,540

29,968

571,698

そ の 他
(退職者給付拠出金等)

支　出（千円） 被保険者１人
当たり支出額 (円 )

保 　 険 　 料

国 庫 負 担 金

調 整 保 険 料

繰 入 金

国 庫 補 助 金 収 入

財 政 調 整 事 業 交 付 金

施 設 利 用 料

雑 収 入・そ の 他

合　　　計

5,818,188
2,237
78,470
60,000
1,303
61,000
32,899
5,903

6,060,000

548,886
211
7,403
5,660
123
5,755
3,104
556

571,698

収　入（千円）

収　入（千円）

被保険者１人
当たり収入額 (円 )

278,875 千円

健康保険分

介護保険分

保 　 険 　 料
繰 　 入 　 金
国庫補助金収入
雑 　 収 　 入

合　　計

608,153
29,565
8,280

2

646,000

支　出（千円）

介 護 納 付 金
還 　 付 　 金
積 　 立 　 金
予 　 備 　 費

合　　計

637,170
300
7,530
1,000

646,000

平成30年度 収入支出予算概要

　
任
意
継
続
被
保
険
者
の
標
準
報
酬
月
額
は
、
資
格
喪
失（
退
職
）時
の
標
準
報

酬
月
額
か
、
当
組
合
の
前
年
９
月
30
日
に
お
け
る
全
被
保
険
者
の
標
準
報
酬
月

額
の
平
均
額
の
、
い
ず
れ
か
低
い
方
の
額
を
適
用
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
昨

年
に
お
け
る
平
均
額
及
び
保
険
料
は
左
記
の
通
り
で
す
。

記

標
準
報
酬
の
等
級

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
第
　等
級

標
準
報
酬
月
額

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
4
1
0
、
0
0
0
円

標
準
報
酬
日
額

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
1
3
、
6
7
0
円

一
カ
月
の
保
険
料

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
4
6
、
3
3
0
円

一
般
保
険
料

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
4
0
、
1
8
0
円

介
護
保
険
料

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
6
、
1
5
0
円

＊
介
護
保
険
料
は
、
４０
歳
以
上
６５
歳
未
満
の
第
二
号
被
保
険
者
に
負
担
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。

27

「
被
扶
養
者（
異
動
）届
」の
記
載
事
項

・
就
職
さ
れ
た
時
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
就
職
年
月
日

・
赤
ち
ゃ
ん
が
生
ま
れ
た
時

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
出
生
年
月
日

・
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
時
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
死
亡
年
月
日
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日
本
が
直
面
し
て
い
る
最
も
大
き
な
社

会
環
境
の
変
化
は
高
齢
化
で
す
。
高
齢
者

の
増
加
で
医
療
費
や
社
会
保
障
費
の
増
大

が
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
問
題

は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。
例
え

ば
、
働
く
人
の
平
均
年
齢
は
１
９
７
０
年

代
と
比
べ
る
と
約
７
歳
高
く
な
り
ま
し

た
。
年
齢
が
高
く
な
る
ほ
ど
健
康
リ
ス
ク

は
増
加
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
労
働
生
産
性

が
低
下
す
る
こ
と
か
ら
、
職
場
だ
け
で
な

く
社
会
全
体
で
健
康
づ
く
り
に
取
り
組
む

重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

健
康
づ
く
り
の
重
要
性
の
高
ま
り
を
背

景
に
、
健
保
組
合
に
策
定
と
実
施
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
る
の
が
「
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス

計
画
」
で
す
。
健
診
結
果
や
医
療
費
デ
ー

タ
の
有
効
活
用
で
健
保
組
合
が
実
施
す
る

保
健
事
業
の
効
果
を
高
め
、
加
入
者
の
健

康
を
守
る
こ
と
が
目
的
で
す
。
保
健
事
業

の
改
善
を
確
実
に
進
め
る
た
め
に
、
Ｐ
Ｄ

Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
に
沿
っ
て
評
価
と
改
善
を

繰
り
返
し
ま
す
。

健
保
組
合
は
他
の
保
険
者
に
先
駆
け
て

平
成
27
年
度
か
ら
第
１
期
の
デ
ー
タ
ヘ
ル

ス
計
画
を
策
定
・
実
施
し
て
き
ま
し
た
。

平
成
30
年
度
か
ら
は
第
２
期
に
入
り
、
第

１
期
の
取
り
組
み
か
ら
見
え
て
き
た
課
題

を
踏
ま
え
て
見
直
し
、
加
入
者
全
体
の
健

康
維
持
・
増
進
に
つ
な
が
る
効
果
的
な
事

業
を
実
施
し
て
い
き
ま
す
。
事
業
主
と
協

働
す
る
コ
ラ
ボ
ヘ
ル
ス
に
つ
い
て
も
、
職

場
の
健
康
課
題
の
共
有
だ
け
で
な
く
解
決

に
向
け
て
取
り
組
み
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
特
定
健
診
・
特
定
保
健

指
導
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
保
健

事
業
を
実
効
性
の
高
い
も
の
に
し
て
い
く

こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
保
健
事
業
の

対
象
と
な
る
皆
さ
ま
も
、
健
康
に
つ
い
て

日
頃
か
ら
意
識
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思

い
ま
す
。
健
康
意
識
の
高
ま
り
が
事
業
の

効
果
を
高
め
る
か
ら
で
す
。

デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
で
目
指
し
て
い
る

の
は
、
単
に
健
康
を
守
る
こ
と
で
医
療
費

を
減
ら
す
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
大
き
な
目
標
は
、
働
く
人
と
そ
の
家

族
の
健
康
を
守
る
こ
と
で
職
場
の
生
産
性

を
高
め
、
高
齢
化
や
人
口
減
少
を
乗
り
切

る
た
め
に
社
会
全
体
の
活
力
を
維
持
す
る

こ
と
で
す
。

健
康
づ
く
り
を
「
投
資
」
と
し
て
考
え

て
、
個
人
と
し
て
も
、
社
会
と
し
て
も
こ

れ
ま
で
以
上
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い

く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

データヘルス計画が第２期に
これまで以上に健康への投資を

保険者に作成が義務付けられているデータヘルス計画は、相互に連携する特定健診・特
定保健指導の第３期に合わせて、第２期（平成30～ 35年度）に入ります。

データヘルス計画

データヘルス計画とは、保健事業を効果
的・効率的に実施するために、健康保険を運
営する健保組合などの保険者が策定する事業
計画です。特定健診などの健診結果や医療機
関の受診状況などのデータを有効活用するこ
とで保健事業の効果を高めて、加入者の健康
を守ると同時に医療費の適正化につなげるこ
とが目的です。
データヘルス計画では、事業を改善しなが
ら継続的に実施していくために、計画（Plan）
-実施（Do）-評価（Check）-改善（Act）を
繰り返す「PDCAサイクル」に沿って保健
事業を展開していく点が重要とされています。

1.特定健診受診率の改善に取り組みます。
　●特定健診受診券を自宅宛に送付します。
　●特定健診の一部負担金を無料にします。
　●事業所に被保険者と同様に被扶養者の健康診断受診奨励に協力を依頼します。
　●年初に受診奨励はがきを送付します。

2.重症化予防対策に取り組みます。
　●生活習慣病の高リスク者並びに要精密検査・要医療の判定があるにもかかわらず
　　未通院の方に、早期の医療機関受診を勧奨する文書等の通知を行います。
　●特定保健指導該当者及び一次健診実施機関に受診（実施）の通知を行います。

3.喫煙対策に取り組みます。
　●禁煙希望者に対して「禁煙チャレンジ」を実施します。

当組合の平成30年度の主な取り組みについて

健保組合などが策定する事業計画がデータヘルス計画
保健事業のPDCAサイクル

Act
改善

効果を高めるために
事業を見直す

Plan
計画

データ分析に基づく
事業の立案

Do
実施

計画に基づいて
事業を実施する

Check
評価

評価指標で目標達成の
成否を確認
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健康保険への加入
健康保険は、病気やけが、出産や死亡による不測の事態に備える公的な医療保険制度の一つです。

財源の大部分は、皆さま（被保険者）と会社（事業主）が負担する保険料で賄われており、
いざというときに安心して必要な医療等を受けることができます。

健 康 保 険

※70歳以上で、現役並みの収入がある人は3割負担と
なります。また、平成26年3月までに70歳になっ
ている軽減特例措置対象者は1割負担です。

健
康
保
険
は
、
会
社
で
働
く
被
保
険
者
や

ご
家
族
（
被
扶
養
者
）
の
皆
さ
ま
が
、
病
気

や
け
が
を
し
た
と
き
、
ま
た
出
産
・
死
亡
の

際
の
出
費
を
肩
代
わ
り
す
る
た
め
、
日
頃
か

ら
被
保
険
者
と
会
社
（
事
業
主
）
に
保
険
料

を
負
担
い
た
だ
き
、
そ
れ
を
財
源
に
い
ざ
と

い
う
と
き
に
医
療
費
等
を
給
付
す
る
制
度
で

す
。健

康
保
険
を
使
え
ば
、
医
療
費
の
一
部
を

負
担
す
る
だ
け
で
、
必
要
な
医
療
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
負
担
す
る
割
合
は
年
齢

な
ど
に
よ
っ
て
異
な
り
、
左
表
の
と
お
り
と

な
っ
て
い
ま
す
。

健
康
保
険
を
管
理
・
運
営
し
て
い
る
の
が

健
康
保
険
組
合
で
す
。
健
康
保
険
組
合
は
、

病
気
や
け
が
等
の
保
険
給
付
を
行
い
ま
す

が
、
そ
れ
以
外
に
も
病
気
に
な
ら
な
い
よ
う

に
被
保
険
者
や
そ
の
ご
家
族
の
皆
さ
ま
の

健
康
づ
く
り
を
目
的
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
保

健
事
業
も
行
っ
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
健
康
や
医
療
に
関
す
る

情
報
を
広
報
誌
等
で
提
供
し
た
り
、
健
診

や
保
健
指
導
等
を
実
施
し
て
、
健
康
づ
く

り
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。

日
本
は
、
世
界
で
も
有
数
の
長
寿
国
で

す
が
、
ス
ト
レ
ス
、
過
労
、
睡
眠
不
足
、

運
動
不
足
や
栄
養
過
多
と
い
っ
た
、
健
康

を
損
な
う
要
素
が
日
常
生
活
に
た
く
さ
ん

潜
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
健
康
保
険

組
合
の
保
健
事
業
を
積
極
的
に
利
用
し
て

年
に
一
度
は
必
ず
健
診
を
受
け
る
な
ど
、

自
分
の
健
康
は
自
分
自
身
で
管
理
す
る
と

い
う
意
識
を
持
つ
こ
と
が
大
切
に
な
り
ま

す
。健

康
の
大
切
さ
や
あ
り
が
た
み
は
そ
れ

を
失
っ
て
か
ら
初
め
て
気
付
く
も
の
で

す
。
後
か
ら
悔
や
ま
な
い
た
め
に
も
、
健

康
づ
く
り
を
後
回
し
に
せ
ず
、
今
で
き
る

こ
と
か
ら
始
め
て
、
生
活
習
慣
病
等
の
発

症
予
防
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

い
ざ
と
い
う
と
き
に

医
療
費
等
を
給
付
す
る
制
度

健
康
保
険
組
合
は
、皆
さ
ま
の

健
康
づ
く
り
を
サ
ポ
ー
ト

年齢 自己負担割合
小学校就学前 2割
6～69歳 3割
70～74歳 2割 

■医療費の自己負担割合

■医療費の負担割合

自己負担
1～3割

残りの7～9割を
健保組合が負担

病気やけがのとき、医療費の一部を負担するだけで必
要な医療を受けられるようにします。

特定健診、特定保健指導など、病気予防や健康づくり
のための各種保健事業を実施します。

保険給付 保健事業

健康保険組合が行う
「保険給付」と「保健事業」

医療費は、皆さまの大切な保険料で賄わ
れています。限りある健康保険の財源を
有効に使うために、一人一人が医療費に
対するコスト意識を持ちましょう。
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保健事業のご案内平成30年度
健康寿命の延伸と医療費の適正化を進めるため、今年度も特定健診や特定保健指導など、
「データヘルス事業計画」に基づく効果的な保健事業を実施いたします。

新規委託契約健診機関
健診機関名 所在地 TEL

クロス病院健診センター 151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2‐18‐20
ケイオービル2Ｆ 03-3376-6450

(医)高友会　アルシェクリニック 330-0854 さいたま市大宮区桜木町2‐1‐1
アルシェ8・9Ｆ 045-640-6561

①広報誌の発行等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
②諸事業指導宣伝 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥
③疾病予防パンフレットの配布 ‥‥‥‥
④医療費のお知らせ‥‥‥‥‥‥‥‥‥
⑤ジェネリック医薬品推進事業 ‥‥‥‥
⑥保険推進委員会・担当者説明会の開催‥
⑦データヘルスの推進‥‥‥‥‥‥‥‥

機関紙「けんぽだより」を年3回全被保険者に作成配布
ホームページの管理監修等
保健衛生に関するパンフレットの配布
1年間に使った保険診療の額を被保険者に通知
新薬から後発医薬品に切り替えることによる医療費の差額を通知
研修会や事務講習会を年3～4回開催
データヘルス計画を推進するために各種データを分析するプログ
ラムの作成や機器の整備を実施

保健指導宣伝

⑩肥満予防対策 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
⑪かぜ･インフルエンザ予防対策 ‥‥‥

⑫婦人科検診（乳がん・子宮がん）‥‥‥

⑬ファミリー健康相談事業 ‥‥‥‥‥‥

⑭その他‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

春季・秋季にウォーキングキャンペーンを実施
風邪ひきゼロ運動を展開し、インフルエンザ予防接種を受けた被
保険者・被扶養者に、一人につき1,500円までの実費を補助
女性被保険者並びに35歳以上被扶養者を対象に年一回、各
1,500円までの実費を補助
24時間年中無休で医師やカウンセラーが応急処置や家庭介護他
健康全般に関する電話相談を実施
家庭常備薬斡旋（春季・秋季・冬季の3回家庭常備薬等を斡旋）

疾病予防（その他の事業）

①一般健診 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥

②入社時健診 ‥‥‥‥‥‥‥‥
③事業主健診 ‥‥‥‥‥‥‥‥
④生活習慣病健診 ‥‥‥‥‥‥

⑤人間ドック健診 ‥‥‥‥‥‥‥

⑥消化器検診 ‥‥‥‥‥‥‥‥
⑦精密・管理 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥
⑧健康相談 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥
⑨データヘルス計画
●重症化予防対策事業 ‥‥‥

●禁煙チャレンジ ‥‥‥‥‥‥

●その他‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

被保険者全員に法定健診と同程度の内容で実施
※労働安全衛生法に基づく一般健診は基本、年齢を問わず全項目を実施すること
となりました。（ただし医師が認めた場合においてのみ項目の省略は可能）

労働者を雇い入れた時に実施
事業主を対象に実施
35歳以上の被保険者・被扶養者に実施
　（40歳以上の希望者に眼底検査・便潜血検査を追加）
35歳以上の被保険者・被扶養者に実施
　（健診機関が実施する「半日人間ドック」以上の内容）
※当健康管理センターでは設備並びに他の健診の関係で実施できません。
被保険者（年齢不問）に実施
上記健診の二次検査｛特殊検査（胃カメラ・大腸カメラ・ＣＴ・ＭＲＩ等）は除く｝
内科・眼科・消化器・循環器等に関する健康相談

年々検査数値が悪化傾向の方・改善されない方、要精密検査・要治療の判
定があるにも関わらず未通院の方に文書等の通知を実施
喫煙者の減少を図り健康増進に寄与することを目的とした「禁煙チャレン
ジ」を実施
事業所と協働して健康管理・増進につながる事業を実施

疾病予防（健康診断）

①契約保養所 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

②個別契約保養所等 ‥‥‥‥‥‥‥‥

保養を目的とした国内旅行に対し、1人1泊につき1,000円
年度間3泊を限度に補助金を支給
かんぽの宿、健保連共同利用保養所、船員保険保養施設

保養所

①高額医療費 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
②出産費 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸付
出産育児一時金（同家族）支給見込額の8割相当額を無利子で
貸付

貸付事業

集会施設 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 事業所・組合員の集会、研修会、講習会等会場に貸出

健保会館

①水泳プール利用券の交付‥‥‥‥‥‥
②スポーツクラブ「ルネサンス」‥‥‥‥

3施設を対象（予定）
法人会員価格で利用

体育奨励

40歳以上の被保険者、被扶養者を対象に実施‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 自己負担無し

特定健康診査

但し、強制適用被保険者は法定健診が優先
近総協出張健診・集合契約Ａ・Ｂ（受診券）・補助金制度の各案内
データヘルス計画重点課題として受診率改善のために諸施策を講ずる

　上記40歳以上の特定健診受診者から、健診結果に応じてメタボリックシンドロームの
リスク別に、3つのグループ（情報提供・動機付け支援・積極的支援）に分けて実施‥‥‥‥‥ 自己負担無し

特定保健指導

当組合健康管理センター及び健診委託契約機関等で実施いたしますが、お近くに委託契約機関がない場合は、
健診費用を補助いたします。

※埼玉県地区の大宮中央総合病院の契約は終了いたしました。
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保健事業のご案内平成30年度
健康寿命の延伸と医療費の適正化を進めるため、今年度も特定健診や特定保健指導など、
「データヘルス事業計画」に基づく効果的な保健事業を実施いたします。

新規委託契約健診機関
健診機関名 所在地 TEL
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ケイオービル2Ｆ 03-3376-6450

(医)高友会　アルシェクリニック 330-0854 さいたま市大宮区桜木町2‐1‐1
アルシェ8・9Ｆ 045-640-6561

①広報誌の発行等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
②諸事業指導宣伝 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥
③疾病予防パンフレットの配布 ‥‥‥‥
④医療費のお知らせ‥‥‥‥‥‥‥‥‥
⑤ジェネリック医薬品推進事業 ‥‥‥‥
⑥保険推進委員会・担当者説明会の開催‥
⑦データヘルスの推進‥‥‥‥‥‥‥‥

機関紙「けんぽだより」を年3回全被保険者に作成配布
ホームページの管理監修等
保健衛生に関するパンフレットの配布
1年間に使った保険診療の額を被保険者に通知
新薬から後発医薬品に切り替えることによる医療費の差額を通知
研修会や事務講習会を年3～4回開催
データヘルス計画を推進するために各種データを分析するプログ
ラムの作成や機器の整備を実施

保 健指導宣伝

⑩肥満予防対策 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
⑪かぜ･インフルエンザ予防対策 ‥‥‥

⑫婦人科検診（乳がん・子宮がん）‥‥‥

⑬ファミリー健康相談事業 ‥‥‥‥‥‥

⑭その他‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
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健康全般に関する電話相談を実施
家庭常備薬斡旋（春季・秋季・冬季の3回家庭常備薬等を斡旋）

疾病予防（その他の事業）
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④生活習慣病健診 ‥‥‥‥‥‥

⑤人間ドック健診 ‥‥‥‥‥‥‥

⑥消化器検診 ‥‥‥‥‥‥‥‥
⑦精密・管理 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥
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データヘルス計画重点課題として受診率改善のために諸施策を講ずる

　上記40歳以上の特定健診受診者から、健診結果に応じてメタボリックシンドロームの
リスク別に、3つのグループ（情報提供・動機付け支援・積極的支援）に分けて実施‥‥‥‥‥ 自己負担無し

特 定保健指導

当組合健康管理センター及び健診委託契約機関等で実施いたしますが、お近くに委託契約機関がない場合は、
健診費用を補助いたします。

※埼玉県地区の大宮中央総合病院の契約は終了いたしました。
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　当健康保険組合ではデータヘルス事業の一環として、禁煙を希望する方に対して支援を
行い、喫煙者の減少を図り健康増進に寄与することを目的とした「禁煙チャレンジ」を実施し
ます。この機会に禁煙にチャレンジしましょう。

　禁煙チャレンジ参加者は、「禁煙宣言書」に記入し、事業所ご担当者様を通じて当組合までFAXにて提出していた
だきます。
　任意の日から連続した3ヶ月（90日）間の禁煙にチャレンジし、「記録シート」に日々の記録を記入していただきま
す。3ヶ月（90日）間の禁煙に成功された方は、「記録シート」を事業所ご担当者様に提出し、署名していただき当組
合までFAXにてご提出してください。
「禁煙宣言書」および「記録シート」の内容を当組合で確認後、事業所を通じて記念品を進呈させていただきます。

参加資格 当組合の20歳以上の禁煙にチャレンジしたい被保険者
実施期間 任意の日から3ヶ月（90日）間
実施方法

禁煙チャレンジのご案内

「禁煙宣言書」「記録シート」等はホームページに掲載しておりますのでご覧ください。

禁煙治療で

職場や公共施設、レストランなど、喫煙できる場所がどんどん減っています。
喫煙場所を探すのに苦労し、さらに肩身の狭い思いをするよりは、禁煙成就を！

禁煙を成功させよう！

VS

30年４月 ホームページをリニューアルしました！！

チャレンジ

●禁煙しようと思っているあなた！
●禁煙のキッカケが欲しいと思っているあなた！
●医師から禁煙を勧められているあなた！

この機会に禁煙にチャレンジしてみませんか！

食事が
おいしくなった！

煙たい・クサイと
言われなくなった

風邪を
ひかなくなった！

口臭がなくなった！

肌荒れが
無くなった！

年間約15万円も
節約できた！
※1日1箱吸った場合

階段で息切れ
しなくなった！

宣言者募集！

ご安心ください！ ●禁煙宣言書に記載の個人情報が外部へ流出することはありません。
●禁煙に失敗してもペナルティーはありません。

禁煙で
こんなに
変わる！

大阪府建築健康保険組合

取り組み方法
①「禁煙宣言書」に記入して事業所担当者様へ提出
　事業所担当者様から当組合へFAXしてください
②「記録シート」へ日々の達成状況を記入
③達成（９０日）後、「記録シート」を事業所担当者様へ提出
　事業所担当者様から当組合へFAXしてください
④当組合で内容を確認後、事業所を通じてプレゼントを進呈
　いたします

達成すれば
プレゼントがもらえるよ！

　タバコには有害物質が２００種類以上も含まれ、そのう
ち発がん物質は約40種類といわれています。喫煙は、そ
れらの物質を煙で体内に吸収させていることになりま
す。「この飲み物にはたくさん有害物質が入っています」
と説明を受けて、それでも飲む人はいません。タバコを
吸うのは毒を飲むのと同じなのです。
　喫煙はＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）や脳卒中、心筋梗

塞など、数え切れないほどたくさんの病気を引き起こす
ことが分かっています。突然死を招くような生命に関わる
恐ろしい病気も多数含まれます。
　今からでも決して遅くありません。禁煙で有害物資を
断ち、健康な体をつくりましょう。そのためには医療機関
で禁煙治療を受けるのが確実です。

今からでも遅くない！　できるだけ早く禁煙を

禁煙のこんな 良いコト！
１．肌荒れが解消され若さが保てる
２．タバコの臭いで嫌われなくなる
３．食べ物の味が分かり食事がおいしくなる
４．階段を急いで上っても息切れしにくくなる
５．家具や壁などにヤニが付かず清潔に
６．タバコ代が大幅に節約できる

タバコのこんなに 悪いコト！
１．肌の老化が進み老け顔になる
２．独特のタバコ臭が周囲の人を不快にさせる
３．血管の収縮と活性酸素で動脈硬化が進行
４．気管支の炎症で、呼吸機能が低下する
５．タールなどの発がん物質が体内に吸収される
６．１日１箱でタバコ代は年15万円以上


